
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No   5 府 省 庁 名 厚生労働省            

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（都市計画税） 

要望 

項目名 
社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

 「日本再興戦略」改訂2014において、「社会医療法人の一層の普及を図るため、地域の実情を踏まえた認

定要件とする」とされており、時代に合った認定要件へ見直しを行うにあたり、現在、社会医療法人に適用

されている非課税措置等について、その認定要件の見直しを行った場合においても引き続き適用する。 

 また、周辺環境の変化等により要件を満たせなくなって認定を取り消された医療法人について、認定取消

後も一定の要件を満たす場合には、過去に認定を受けていた時期における収益全額を取消年度の益金に算入

する取扱いを免除する措置を講ずる。 

 

・特例措置の内容 

 

 社会医療法人は、平成18年医療法改正において、民間の高い活力を活かしながら、地域住民にとって、不

可欠な救急医療等確保事業を担う、公益性の高い医療法人として制度化されたものであり、医療保健業の法

人税非課税措置等が適用されている。 

このため、社会医療法人の認定にあたっては、構造設備、公的な法人運営に関する要件等の他に、救急医

療等確保事業における実績を有していることが認定要件とされている。 

 しかしながら、救急医療等確保事業に関する実績要件については、周辺環境の変化等により要件を満たす

ことができなくなると認定を取り消されるため、社会医療法人の運営において不安定な要素となっている。 

 また、認定を取り消された場合、それまでの収益全額を取消年度の益金に算入されることにより、地域医

療の中核を担っていた社会医療法人のその後の運営が困難となり、結果として、地域における医療の確保に

支障をきたし、国民の生活に多大な影響を与える恐れがある。 

そこで、地域住民にとって、不可欠な救急医療等確保事業を担う、公益性の高い医療法人として安定的な

運営ができ、社会医療法人の一層の普及を図るため、地域の実情を踏まえた認定要件とすることを検討する。 

また、周辺環境の変化等により要件を満たすことができなくなり、認定を取り消された場合であっても、

社会医療法人における公的な法人運営に関する要件（社会保険診療報酬に係る収入金額が全収入金額の８割

を超えること、理事等に対する報酬について支給の基準を定めて公開していることなど ）を引き続き満たす

こと等を条件として、それまでの収益全額を取消年度の益金に算入する取扱いを免除する措置を講ずる。 

 

 

関係条文 

 法人税法第64条の4、法人税法施行令第131条の4 

 地方税法第23条・第51条・第72条・第72条の2・第72条の24の7・第73条・第73条の4の8の2 

 第341条・第348条の2の11の5・第702条・第702条の2 

減収 

見込額 

［初年度］    － （  －  ）  ［平年度］   －  （  －  ） 

［改正増減収額］ －                            （単位：百万円） 



 

要望理由 

（１）政策目的 

社会医療法人が設置する医療機関は、地域医療の確保について重要な役割を担っていることから、地域の実情
を踏まえた認定要件とすることにより、安易に認定取り消しされることなく、法人経営の安定を図ることにより、
地域住民に対して良質かつ適切な医療を継続的に提供していく。 

 

（２）施策の必要性 
社会医療法人は、救急医療等確保事業を実施しているが、実績要件を満たさなくなると認定取消となるリスク

を抱えている。これは、地域医療の崩壊につながるおそれがあるなど、地域に多大な影響を与えてしまうことが
危惧される。 
社会医療法人が設置する医療機関の経営の安定化を図り、住民に真に必要な地域医療を安定的に提供できる体

制を構築していくためには、地域の実情を踏まえた認定要件とすることが必要である。 
また、周辺環境の変化により社会医療法人の認定要件を満たさなくなり認定の取消があった場合であって、認

定取消後も社会医療法人における公的な法人運営に関する要件を引き続き満たす医療法人については、それまで
の収益全額を益金算入することについて免除する措置を講ずることにより、医療法人の経営の安定性を確保する
必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 
（基本目標Ⅰ） 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  
（施策大目標１）地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること 

（施策目標１） 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること 

政策の 

達成目標 

 

地域において必要不可欠な医療を担っている社会医療法人が設置する医療機関の経営の安定化を

図ることにより、地域住民に対して良質かつ適切な医療を安定的に提供する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
恒久措置 

 

同上の期間中

の達成目標 

 
地域住民にとって必要とされる医療提供体制の充実 

 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

－ 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
地域の実情に合った認定要件へ見直すこと、これまでの収益全額を益金算入することを免除する

ことにより、法人経営を安定化させ、地域住民に対して良質かつ適切な医療を継続的に提供してい
くなど、社会医療法人制度の一層の充実が見込まれる。 

 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

－ 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

 

社会医療法人が経営する医療機関は、救急医療等確保事業など公益性の高い医療を担っているだ

けでなく、地域医療の担い手としての役割も大きいことから、その経営の安定化を図るために税制

措置を講じることは妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

 
平成25年度税制改正要望 
 
平成26年度税制改正要望 

 

ページ ５ ― ４ 


